
町からのお知らせ

■こうさんもんクイズウォーク
　熊本甲佐総合運動公園を発着点に、麻生原のキンモクセイや菅原神社など
　町内数カ所に設定されたパワースポット（チェックポイント）を巡るクイズウォーク

■ステージイベント
　キャラクターショーやブラスバンド演奏、アーティストによるパフォーマンスなど多彩な催し

■スポーツ教室
　天然芝サッカー場やテニスコートを使用した各種体験教室

■ニュースポーツ体験
　年齢や体力に関係なく誰でも気軽に楽しめるニュースポーツ体験ゾーン

■グルメゾーン
　甲佐町の美味しいものを中心に、多数出展されるマルシェ

PICK UP　イベントPICK UP　イベント

国
民
年
金
保
険
料
の
お
得
な
前
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
■ 

１
万
５
千
円
ほ
ど
お
得
な
制
度

　
「
２
年
前
納
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
毎

月
納
付
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
２
年
間
で

１
万
５
千
円
程
度
の
割
引
と
な
り
ま
す
。
口

座
振
替
だ
け
で
な
く
、
現
金
お
よ
び
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
も
可
能
で
す
。

■
令
和
５
年
度
の
前
納
割
引
額

　
令
和
５
年
度
に
前
納
制
度
を
利
用
し
た
場

合
、
次
の
と
お
り
割
引
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
口
座
振
替
の
場
合

・
２
年
前
納

　
１
万
６
１
０
０
円
割
引

　
（
納
付
額
38
万
５
９
０
０
円
）

・
１
年
前
納

　
４
１
５
０
円
割
引

　
（
納
付
額
19
万
４
０
９
０
円
）

・
６
カ
月
前
納

　
１
１
３
０
円
割
引

　
（
納
付
額
９
万
７
９
９
０
円
）

●
現
金
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　
の
場
合

・
２
年
前
納

　
１
万
４
８
３
０
円
割
引

　
（
納
付
額
38
万
７
１
７
０
円
）

・
１
年
前
納

　
３
５
２
０
円
割
引

　
（
納
付
額
19
万
４
７
２
０
円
）

・
６
カ
月
前
納

　
８
１
０
円
割
引

　
（
納
付
額
９
万
８
３
１
０
円
）

■
前
納
手
続
き
に
つ
い
て

　
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
町
住
民

生
活
課
ま
た
は
、
年
金
事
務
所
に
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
場
合
は
、

預
金
口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関
で
も
お
申

し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

　
申
し
込
み
期
限
は
２
月
末
で
す
。

※
２
年
後
も
現
金
納
付
で
前
納
希
望
の
場
合

は
再
度
申
出
書
が
必
要
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　
（
内
線
１
０
４
）

詳しくは町住民生活課までお尋ねください

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
は
収
入
が
な
く
て
も
申
告
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
所
得
に
よ
っ
て
国
民

健
康
保
険
税
の
金
額
や
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
な
ど
を
算
出
し
ま
す
。

　

国
保
被
保
険
者
で
前
年
中
（
１
月
～
12

月
）
の
収
入
が
な
い
人
や
収
入
が
障
害
年

金
・
遺
族
年
金
の
み
の
人
も
、
必
ず
申
告
を

し
ま
し
ょ
う
。

■
申
告
を
し
な
い
と
国
保
税
の
軽
減
な
ど

　
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
所
得
額
が
一
定
以

下
の
場
合
、
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
申
告
を
し
な
い
と
こ

の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
判
定

も
、
所
得
額
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
で
、

収
入
が
な
く
て
も
申
告
を
し
な
い
と
医
療
機

関
で
の
窓
口
負
担
が
高
額
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
が
確
定
申
告

　
に
使
用
で
き
ま
す

　
町
か
ら
国
保
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ
配
布

し
て
い
る
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、
確

定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
手
続
き
で
医
療
費

の
明
細
書
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
計
算
は
、「
お
知
ら
せ
」

の
「
患
者
負
担
額
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自

己
負
担
相
当
額
を
基
に
行
い
ま
す
。「
お
知

ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

場
合
や
、
実
際
に
負
担
し
た
額
が
異
な
る
場

合
は
、「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
自
身

で
作
成
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
11
～
12
月
診
療
分
の
「
お
知
ら
せ
」
は
５

月
に
配
布
し
ま
す
。
２
月
中
旬
か
ら
始
ま
る

確
定
申
告
で
は
、
11
～
12
月
診
療
分
の
領
収

証
が
必
要
で
す
の
で
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
期
間
内
に
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

　

町
で
の
申
告
受
付
期
間
は
２
月
15
日

（
木
）
か
ら
３
月
14
日
（
木
）
ま
で
で
す
。

期
間
内
に
申
告
す
る
こ
と
が
国
民
健
康
保
険

の
適
正
運
営
に
つ
な
が
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　
（
内
線
１
０
８
）

保険料まとめて納める
２年前納制度のご案内

国保被保険者の皆さん
所得の申告を忘れずに

詳しくは町住民生活課までお尋ねください
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お
知
ら
せ

春
季
全
国
火
災
予
防

運

動

の

お

知

ら

せ   

　
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
が
、
３
月
１

日
（
金
）
〜
７
日
（
木
）
の
期
間
に
実
施

さ
れ
ま
す
。

　
火
災
予
防
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や

す
い
時
期
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予

防
思
想
の
一
層
の
普
及
を
図
り
、
も
っ
て

火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者
を
中
心

と
す
る
死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
と
と

も
に
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
や
職
場
、
地
域
ぐ
る
み
で
火
の
用

心
を
心
が
け
、
火
災
が
起
き
な
い
よ
う
注

意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

▼
防
火
標
語

　
『
火
を
消
し
て　
不
安
を
消
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な
ぐ
未
来
』

▼
住
宅
防
火
10
の
ポ
イ
ン
ト

●
４
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の   

   

を
置
か
な
い

・
こ
ん
ろ
を
使
う
時
は
火
の
そ
ば
を
離
れ 

   
な
い

・
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不

   

必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

●
６
つ
の
対
策

・
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
ス
ト
ー
ブ

   

や
こ
ん
ろ
は
安
全
装
置
の
付
い
た
機
器

   

を
使
用
す
る

・
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
住
宅
用
火

   

災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10
年

   

を
目
安
に
交
換
す
る

・
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を

   

整
理
整
頓
し
、寝
具
、衣
類
お
よ
び
カ
ー

   

テ
ン
は
防
炎
品
を
使
用
す
る

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

   

消
火
器
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認
し

   

て
お
く

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
避

   

難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
し
備

   

え
て
お
く

・
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問

   

な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対

   

策
を
行
う

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
上
益
城
消
防
組
合
消
防
本
部

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
９
６
３

災
害
復
興
住
宅
融
資
の
借
入

申
込
の
受
付
期
間
が
延
長

　
平
成
28
年
熊
本
地
震
に
お
け
る
住
宅
金

融
支
援
機
構
の
「
災
害
復
興
住
宅
融
資

（
建
設
資
金
、
購
入
資
金
、
補
修
資
金
）」

の
借
入
申
込
の
受
付
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

お
申
し
込
み
を
ご
検
討
の
人
は
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限

　
５
月
31
日
（
金
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
宅
金
融
支
援
機
構

　
お
客
さ
ま
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
‐
０
８
６
‐
３
５
３

ペ

ッ

ト

に

は

避

妊

去

勢

手

術

を
！

　
犬
は
年
に
１
〜
２
回
、
猫
は
年
に
２
〜

３
回
妊
娠
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

動
物
は
自
分
で
繁
殖
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
望
ま
れ
な
い
不

幸
な
命
を
生
み
出
さ
な
い
た
め
に
も
、
飼

い
犬
や
飼
い
猫
に
は
避
妊
去
勢
手
術
を
受

け
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　
犬
・
猫
自
身
の
病
気
の
予
防
や
ス
ト
レ

ス
軽
減
、
散
歩
時
の
マ
ー
キ
ン
グ
行
為
の

減
少
に
も
繋
が
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
保
健
所

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
０
１
６

必

ず

チ

ェ

ッ

ク

最

低

賃

金

！

　

くらしの情報
  LOCAL NEWS ＆
  LOCAL INFORMATION

❖ イベント等の開催に関する詳細は
　 各問い合わせ先にご確認ください

お問い合わせ先一覧
❖ 甲佐町役場
　 096-234-1111（代表）

❖ 甲佐町保健福祉センター
　 096-235-8711

❖ 甲佐町教育委員会
　（町生涯学習センター）
　 096-234-2447

❖ 水道管理センター
　 096-234-0755

❖ 町民センター
　 096-234-2459

❖ 老人憩いの家
　（(社 )甲佐町社会福祉協議会）
　 096-234-0423

❖ 御船町甲佐町衛生施設組合
　（クリーンセンター）
　 096-282-0688

❖ 上益城消防署
　 096-282-1955

❖ 御船警察署
　 096-282-1110

❖ 上益城広域連合
　 096-237-2891

❖ 県上益城地域振興局
　 096-282-2111（代表）

❖ 県御船保健所
　 096-282-0016

❖ 県庁
　 096-383-1111（代表）

18広報 こうさ 2024.2

Kosa655_18-21.indd   18 2024/01/24   18:25:17



　
熊
本
県
の
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま
し

た
。

▼
熊
本
県
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

　
８
９
８
円

　
（
令
和
５
年
10
月
８
日
か
ら
）

▼
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

①
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、

　
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具

　
製
造
業

・
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

　
９
４
０
円

　
（
令
和
５
年
12
月
15
日
か
ら
）

②
自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業
船
舶

　
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

・
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

　
９
６
５
円

　
（
令
和
５
年
12
月
15
日
か
ら
）

③
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー

・
最
低
賃
金
（
時
間
額
）

　
８
９
８
円

　
（
令
和
５
年
10
月
８
日
か
ら
）

※
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
に
は
適
用

範
囲
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
☎
０
９
６
‐
３
５
５
‐
３
２
０
２

　
熊
本
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
９
６
‐
２
０
６
‐
９
８
２
９

熊
本
城
マ
ラ
ソ
ン
開
催
に
伴
う

交
通
規
制
へ
の
ご
協
力
を

　
２
月
18
日
（
日
）
に
「
熊
本
城
マ
ラ
ソ

ン
２
０
２
４
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
大
会
当
日
は
、
熊
本
市
内
一
円
で
長
時

間
に
わ
た
り
大
規
模
な
交
通
規
制
が
行
わ

れ
ま
す
。
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
沿
線
以
外
の

通
行
可
能
な
道
路
に
お
い
て
も
、
か
な
り

の
渋
滞
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、「
熊
本
城

マ
ラ
ソ
ン
２
０
２
４
」
の
開
催
に
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
大
会
当
日
、
熊
本
市
方
面
へ
お

出
か
け
の
際
に
は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
い
た
だ
く
な
ど
、
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
デ

ー
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
交
通
規
制
に
つ
い
て
の
詳
細
は
「
熊
本

城
マ
ラ
ソ
ン
Ｈ
Ｐ
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
城
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
９
６
‐
３
２
８
‐
２
３
７
３

▼
熊
本
城
マ
ラ
ソ
ン

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

新
し
い
家
族
を
待
っ
て
い
ま
す
！

　
ペ
ッ
ト
を
飼
お
う
と
思
っ
た
と
き
、
保

健
所
や
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
か
ら
保
護
犬

や
保
護
猫
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
選
択

肢
が
あ
り
ま
す
。

県
で
は
、
譲
渡
対

象
と
な
る
犬
や
猫

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
紹
介
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、

熊
本
県
動
物
愛
護

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
最
期
ま
で
大
切
に
飼
育
し
て
い
た
だ
け

る
方
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
保
健
所

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
０
０
１
６

　
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
‐
３
８
０
‐
３
３
１
０

▼
熊
本
県
動
物
愛
護

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

くらしの情報

町税などの滞納処分（12月分）

種　別 件数・金額など

捜 索 ０件

差 し 押 さ え 件 数 ７件

公 売 回 数 ０回

公 売 件 数 ０件

滞納処分関連収入 689,413円

tax

事件・ 事 故 件 数

種　別 発生件数
12月 年累計

人 身 事 故 １ 12

物 損 事 故 15 183

盗 難 な ど １ 7

12月31日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

種　別 発生件数 前年比較

家 屋 ３ ＋１

原 野 11 ＋２

そ の 他 12 ０

合 計 件 数 26 ＋３
1月15日現在

fire prevention

上益城広域消費生活相談室
　消費生活トラブルの解決に向け
て、消費生活相談員が無料で相談を
受け付けています。
▶日時　午前９時～午後４時
月　益城町　☎ 096-286-3210
火　御船町　☎ 096-282-1226
水　嘉島町　☎ 096-237-1112
木　甲佐町　☎ 096-234-3223
金　山都町　☎ 0967-72-3133
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「
ふ
る
さ
と
の
川
を
き
れ
い
に

し
た
い
」
を
応
援
！

　　
県
が
管
理
す
る
河
川
に
お
い
て
、
美
化

活
動
に
取
り
組
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な

ど
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
き
れ
い
な
川
を

保
つ
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
ご
希
望
に
応
じ
て
、
軍
手
や
ご
み
袋
な

ど
の
支
給
、
傷
害
保
険
の
加
入
、
ご
み
の

運
搬
・
処
分
な
ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
詳
し
く
は
、「
く
ま
も
と　

マ
イ
・

リ
バ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
」
で
検
索
！

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
上
益
城
地
域
振
興
局

　
土
木
部
維
持
管
理
調
整
課

　
☎
０
９
６
７
‐
７
２
‐
１
１
０
２

上
益
城
５
町
消
費
生
活

相

談

員

を

募

集

中

　
上
益
城
郡
５
町
（
甲
佐
町
、
益
城
町
、

御
船
町
、
嘉
島
町
、
山
都
町
）
で
は
、
連

携
事
業
と
し
て
消
費
生
活
相
談
室
を
設
置

し
て
お
り
、
上
益
城
５
町
に
お
住
ま
い
の

皆
さ
ん
を
対
象
に
消
費
生
活
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。
現
在
、
消
費
生
活
相
談
員
を

新
た
に
募
集
し
て
い
ま
す
。
選
考
方
法
な

ど
の
詳
細
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
任
用
期
間

　
４
月
１
日
（
月
）（
ま
た
は
任
用
の
日
）

〜
令
和
７
年
３
月
31
日
（
月
）

▼
主
な
業
務
内
容

・
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
対
応
、

   

あ
っ
せ
ん
業
務

・
消
費
者
教
育
お
よ
び
啓
発
業
務

・
そ
の
他
、
消
費
生
活
に
関
す
る
こ
と

▼
勤
務
日
数
お
よ
び
勤
務
時
間

・
週
２
〜
３
日
勤
務
シ
フ
ト
制

   （
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
、

   

年
末
年
始
を
除
く
）

・
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
（
正
午
〜

   

午
後
１
時
は
休
憩
時
間
）

▼
勤
務
場
所

   

曜
日
に
よ
っ
て
勤
務
地
が
異
な
り

   

ま 

す
。

・
月
曜
日
：
益
城
町
役
場

・
火
曜
日
：
御
船
町
役
場

・
水
曜
日
：
嘉
島
町
役
場

・
木
曜
日
：
甲
佐
町
老
人
憩
い
の
家

・
金
曜
日
：
山
都
町
役
場

▼
応
募
資
格

　
次
の
①
〜
③
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
人

①
下
記
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
人

・
消
費
生
活
相
談
員
（
国
家
資
格
）

・
消
費
生
活
専
門
相
談
員
（
独
立
行
政

   

法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
認
定
）

・
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
一
般
財
団

   

法
人
日
本
産
業
協
会
認
定
）

・
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
一
般
財

   

団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
認
定
）

②
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
が
可
能
な
人

③
地
方
公
務
員
法
第
16
条
各
号
に
該
当

   

し
な
い
人

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
福
祉
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
　
（
内
線
１
４
３
）

令
和
６
年
度
熊
本
さ
わ
や
か
大
学

校
入
学
生
の
募
集
に
つ
い
て

　
熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団
で
は
、
シ
ニ

ア
の
た
め
の
学
び
の
場
と
し
て
、「
熊
本

さ
わ
や
か
大
学
校
」を
開
校
し
て
い
ま
す
。

　
年
間
40
回
の
講
義
や
学
習
活
動
を
通
し

て
、
新
た
な
自
分
づ
く
り
、
仲
間
づ
く
り

を
し
ま
せ
ん
か
。
詳
細
は
、
熊
本
さ
わ
や

か
長
寿
財
団
ま
た
は
、
町
福
祉
課
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

▼
入
学
資
格

　
県
内
在
住
で
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点

　
で
50
歳
以
上
の
人

▼
募
集
期
限

　
３
月
８
日
（
金
）

▼
開
催
日
時

・
熊
本
校

　
毎
週
木
曜
日　
午
後
１
時
30
分
〜

　
午
後
３
時
30
分

・
八
代
校

　
毎
週
火
曜
日　
午
後
１
時
30
分
〜

　
午
後
３
時
30
分

▼
申
込
み
方
法

　
町
福
祉
課
窓
口
に
置
い
て
あ
る
入
学

　
申
込
書
に
て
お
申
し
込
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

　
☎
０
９
６
‐
３
５
４
‐
３
０
８
３

　
町
福
祉
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４　
　

　
（
内
線
１
４
５
）

民
地
か
ら
道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

木
の
伐
採
の
お
願
い
に
つ
い
て

　　
道
路
や
歩
道
へ
の
枝
の
張
り
出
し
や
倒

木
に
よ
り
歩
行
者
や
自
動
車
等
に
損
害
が

発
生
し
た
場
合
、
樹
木
所
有
者
の
管
理
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
よ
っ
て
、
道
路
沿
い
で
樹
木
を
所
有
さ

れ
て
い
る
方
は
点
検
を
実
施
し
て
い
た
だ

き
、
危
険
な
場
合
は
伐
採
す
る
等
の
措
置

を
講
じ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

くらしの情報
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▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
道
路
保
全
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
９
５

く
ら
し
安
全

自
転
車
盗
に
は
ツ
ー
・
ロ
ッ
ク

が

効

果

的

で

す

　　

　

ツ
ー
・

ロ
ッ
ク
で
盗

難
防
止

　

自
転
車
か

ら
離
れ
る
場

合
に
は
、
わ

ず
か
な
時
間

で
も
鍵
を
掛

け
ま
し
ょ
う
。

　
御
船
署
管
内
で
発
生
し
て
い
る
自
転
車

盗
の
多
く
が
無
施
錠
の
状
態
で
被
害
に

遭
っ
て
い
ま
す
。

　
鍵
を
掛
け
て
い
れ
ば
、
被
害
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
２
つ
の
異
な
る
施
錠
を
す
る
「
２
ロ
ッ

ク
（
ツ
ー
ロ
ッ
ク
）」
も
効
果
的
で
す
。

▼
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
自
転
車
盗
な
ど
の
乗
り
物
盗
の
ほ
か
に
、

車
上
ね
ら
い
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
被
害

に
遭
わ
な
い
た
め
に
も
次
の
点
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

・
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
窓
も
閉
め
、

   

車
内
に
貴
重
品
な
ど
を
置
い
た
ま
ま

   

に
せ
ず
、
必
ず
携
帯
し
ま
し
ょ
う
。

・
路
上
に
と
め
ず
、
駐
車
場
・
駐
輪
場
を

   

利
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
自
宅
や
学
校
の
駐
輪
場
で
も
、
必
ず
鍵

   

を
か
け
ま
し
ょ
う
。

・
自
転
車
は
防
犯
登
録
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
（
御
船
警
察
署
内
）

　
☎
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

引
っ
越
し
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注
意
を

　
大
学
の
新
入
生
や
新
社
会
人
な
ど
が
一

人
暮
ら
し
を
始
め
る
こ
の
時
期
は
、
毎
年
、

転
居
時
の
引
っ
越
し
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

の
相
談
が
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
引
っ
越
し

業
者
を
選
ぶ
際
は
、
複
数
の
業
者
か
ら
見

積
り
を
取
り
、
作
業
員
数
や
保
証
等
、
価

格
以
外
に
つ
い
て
も
よ
く
検
討
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
契
約
時
は
必
ず
約
款
等
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
場
合
は
、

「
１
８
８
」
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。
近
く

の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
繋
が
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
‐
３
８
３
‐
０
９
９
９

くらしの情報

令和６年能登半島地震にかかる災害義援金箱の設置について
　この度令和６年１月に能登半島で発生した地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
　甲佐町では、被災者支援のため下記のとおり義援金箱を設置しております。
　いただいた義援金につきましては、日本赤十字社を通じて各被災地にお送りいたします。
　町民の皆様からの温かいご支援、ご協力をお願い申し上げます。
●受付期間
　令和6年2月29日 ( 木 ) まで　8時30分～17時　( 土日祝日を除く )
●取り扱う金品
　現金のみ
●受付方法
　▶領収書を必要としない方
　　役場　福祉課窓口、住民生活課窓口、総務課窓口
　　総合保健福祉センター窓口
　　甲佐町社会福祉協議会窓口
　▶領収書を必要とする方
　　甲佐町社会福祉協議会の義援金受付窓口に現金をご持参ください。
●お問い合わせ先
　町福祉課福祉係　☎096-234-1114　町社会福祉協議会　☎096-234-1192
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